
目
　
　
　
次�

則�

規�

示�

告�

規

則

○
埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

（
改
革
推
進
課
）

一

告

示

○
平
成
二
十
年
十
一
月
分
抽
せ
ん
償
還

の
結
果

（
財

政

課
）

一

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
に
係

る
公
告

（
北
部
振
興
）

二

○
埼
玉
県
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
シ
ス
テ
ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器
等

の
賃
貸
借
等
に
関
す
る
落
札
者
等
の

公
示

（
市
町
村
課
）

二

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除

（
森
づ
く
り
課
）

二

○
高
坂
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
認
可

（
農
村
整
備
課
）

二

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
建
築
指
導
課
）

二

○

〃

（
飯
能
県
土
）

三

○

〃

（
行
田
県
土
）

三

○
公
職
選
挙
法
及
び
同
法
施
行
令
等
執

行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
選

管

委
）

三

○
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
等

を
名
あ
て
人
と
す
る
埼
玉
県
選
挙
管

理
委
員
会
規
程
の
様
式
に
お
け
る
敬

称
の
取
扱
い
の
特
例
に
関
す
る
規
程

（

〃

）

四

正

誤

○
埼
玉
県
計
量
検
定
所
長
告
示
第
三
号

中
訂
正

（
計
量
検
定
所
）

四

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
規
則
第
八
十
二
号

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
七
条
税
務
課
の
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

地
方
法
人
特
別
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

第
七
条
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
の
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三

号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

職
員
の
扶
養
手
当
の
認
定
等
並
び
に
職
員
の
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
及
び
単
身
赴
任
手

当
の
確
認
、
決
定
等
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
生
産
振
興
課
の
項
中
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
十
三
号

か
ら
第
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
都

道
府
県
税
」
を
「
地
方
税
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と

し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

地
方
法
人
特
別
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
十
一
条
生
産
振
興
課
の
項
の
改
正
規
定
及
び
第
十
八
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
同
項
第
三

号
中
「
都
道
府
県
税
」
を
「
地
方
税
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）

公
布
の
日

二

第
七
条
税
務
課
の
項
の
改
正
規
定
及
び
第
十
八
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
前
号
に
掲
げ
る
改

正
規
定
を
除
く
。
）

平
成
二
十
年
十
月
一
日

三

第
七
条
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
の
項
の
改
正
規
定

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日

埼玉県発行

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
六
十
五
号

埼
玉
県
公
債
を
抽
せ
ん
の
結
果
、
次
の
と
お
り
償
還
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

－１－

第����号平成��年�月��日（水曜日）
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１０００
万
円
券

２１５１
～
２１９５

３７２６
～
３７７０

３９９６
～
４０４０

２９
～
３５

１３４
～
１４０

２３２
～
２３８

１００
万
円
券

９
・
１０

３９
・
４０

６７
・
６８

１０
万
円
券

１
万
円
券

償
還
額

（
万
円
）

１３５
，０００

２１
，６００

償
還
期
日

（
年・月・日

）

２０
．１１
．２８

２０
．１１
．２８

銘
柄

１０
／
リ

１０
／
ヌ

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
六
十
六
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地

域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼

玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://
w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
九
月
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
妻
沼
あ
ゆ
む
会

三

代
表
者
の
氏
名

松
村

愛
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
熊
谷
市
妻
沼
一
一
二
八
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
の
あ
る
人
た
ち
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
に
応
じ
て
助
け
合
い
な
が

ら
、
共
に
暮
ら
す
こ
と
で
社
会
性
や
協
調
性

を
身
に
つ
け
、
地
域
で
豊
か
な
生
活
が
出
来

る
よ
う
支
援
し
ま
す
。
又
障
害
の
あ
る
無
し

に
関
わ
ら
ず
、
人
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
を
認

め
、
住
み
や
す
い
社
会
を
作
る
た
め
に
貢
献

し
ま
す
。

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
六
十
七
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

埼
玉
県
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

ス
テ
ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器
等
の
賃
貸
借
等

一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
企
画
財
政
部
市
町
村
課
住
民
基
本

台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
担
当
埼
玉

県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１

号
３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
２０
年
７
月
２９
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
ア
ド
バ
ン
ス
テ
ク

ノ
ロ
ジ
株
式
会
社
東
京
都
新
宿
区
西
新
宿

２
丁
目
１
番
１
号

５
落
札
金
額

１９４
，４４９
，５００
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
２０
年
５
月
２７
日

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
六
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十

九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す

る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

所
沢
市
大
字
新
郷
百
九
十
七
の
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

耕
地
の
防
風

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
六
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十

年
九
月
十
六
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

名

称

高
坂
土
地
改
良
区

二

事
務
所
の
所
在
地

東
松
山
市

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
七
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日

一

銘
柄
、
償
還
期
日
、
償
還
額
及
び
番
号

二

支
払
場
所

指
定
の
支
払
場
所

－２－

第����号平成��年�月��日（水曜日）
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平
成

年

月

日
執
行

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
名
称
等
掲
示

何
市
（
区
町
村
）
選
挙
管
理
委
員
会

（ふりがな）

衆議院名簿届出
政党等の名称

（ふりがな）

略称
衆議院名簿登載者の氏名及び
当選人となるべき順位

順
位

（
ふ
り
が
な
）

氏

名

順
位

（
ふ
り
が
な
）

氏

名

順
位

（
ふ
り
が
な
）

氏

名

順
位

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
七
月
十
一
日

指
令
東
整
第
二
〇
〇
〇
〇
七
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
九
月
十
七
第
四
十
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
滑
川
町
大
字
都
一
二
五
―
四
、
一

二
五
―
六
、
一
二
五
―
一
九
、
一
二
五
―
二

二
、
一
二
五
―
二
三

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

川
越
市
大
字
南
大
塚
五
一
四

有
限
会
社

西
武
ハ
ウ
ジ
ン
グ

代
表
取
締
役

大
木

直
樹

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
十

四
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

根

岸

功

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
三
月
二
十
六
日

指
令
飯
整
第
一
九
〇
〇
五
二
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
〇
年
九
月
十
七
日

飯
整
第
二
〇
〇
〇
一
五
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
長
瀬
字
柳
橋
一
五

六
番
九
の
一
部

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
長
瀬
一
五
六
番
地

野
口

貴
史

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
十

四
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長

南

沢

郁
一
郎

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
九
月
八
日

指
令
行
整
第
一
五
〇
二
八
六
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
九
月
十
六
日
第
十
九
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
埼
玉
郡
騎
西
町
大
字
鴻
茎
字
三
俣
二
八

一
九
―
五

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

さ
い
た
ま
市
中
央
区
下
落
合
四
―
一
〇
―

一
二株

式
会
社
イ
ン
ヴ
ァ
イ
ト

代
表
取
締
役

野
口
雅
史

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
四
号

公
職
選
挙
法
及
び
同
法
施
行
令
等
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
と
お
り
定
め

る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

公
職
選
挙
法
及
び
同
法
施
行
令
等
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

公
職
選
挙
法
及
び
同
法
施
行
令
等
執
行
規
程
（
平
成
七
年
埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式
そ
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

そ
の
五

－３－

第����号平成��年�月��日（水曜日）



誤�

正�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

備
考

一

こ
の
様
式
は
、
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
、
投
票
所
内
の
そ
の
他

適
当
な
箇
所
に
掲
示
す
る
場
合
の
様
式
で
あ
る
。

二

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
等
の
掲
示
は
、
法
第
百
七
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
く
じ
で
定
め
た
順
序
に
従
い
、
上
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

三

「
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
」、
「
略
称
」
及
び
「
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏

名
」
に
つ
い
て
は
縦
書
き
と
し
て
ふ
り
が
な
を
付
し
、
「
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
」
に

つ
い
て
は
横
書
き
と
す
る
こ
と
。
な
お
、
使
用
す
る
文
字
の
大
き
さ
は
、
全
て
の
衆
議
院

名
簿
届
出
政
党
等
に
つ
い
て
同
一
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
名
称
と
略
称
に
つ
い
て
も
同
一

の
大
き
さ
の
文
字
を
使
用
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

四

各
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
枠
の
縦
幅
は
、
全
て
同
一
と
す
る
こ
と
。

五

略
称
の
な
い
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
つ
い
て
は
、
略
称
の
欄
は
空
欄
と
す
る
こ

と
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
五
号

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
等
を
名
あ
て
人
と
す
る
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
の
様

式
に
お
け
る
敬
称
の
取
扱
い
の
特
例
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
等
を
名
あ
て
人
と
す
る
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程

の
様
式
に
お
け
る
敬
称
の
取
扱
い
の
特
例
に
関
す
る
規
程

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
、
埼
玉
県
知
事
、
市
区
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
、
開

票
管
理
者
及
び
選
挙
長
を
名
あ
て
人
と
す
る
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
の
様
式
の
規
定
の
適

用
に
当
た
っ
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
当
該
名
あ
て
人
に
「様

」
が
付
さ
れ
て
い
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
が
付
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
当
該
名
あ
て
人
の
上
に「（あ

て
先

）」と

記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
埼
玉
県
選
挙

管
理
委
員
会
が
認
め
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
計
量
検
定
所
長
告
示
第
三
号
（
平
成

二
十
年
七
月
十
一
日
）
中
訂
正

ペ
ー
ジ

誤

十
一

表
中

西
秩
父
総
合
セ
ン

タ
ー

正小
鹿
野
町
役
場
小

鹿
野
庁
舎

ペ
ー
ジ

誤

十
一

表
中

西
秩
父
総
合
セ
ン

タ
ー

正小
鹿
野
町
役
場
小

鹿
野
庁
舎

発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）

再生紙を使用しています。 －４－

第����号平成��年�月��日（水曜日）
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